
　　　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 152,444 千円

　　　社会保障施策に要する経費（決算額） 1,534,419 千円

　　　社会保障施策に要する一般財源等 649,947 千円

（千円）

うち消費税

引き上げ分

１．社会福祉 1,132,407 492,928 265,704 37,176 336,599 78,949

子ども・子育て支援 783,266 356,617 176,710 37,176 212,763 49,903

福祉医療費 63,930 0 20,838 0 43,092 10,107

障害者自立支援給付費 260,713 130,356 65,178 0 65,179 15,288

障害者医療給付費 9,123 4,561 2,281 0 2,281 535

障害者日常生活用具給付等助成 3,342 1,394 697 0 1,251 293

高齢者外出支援タクシー利用助成 11,667 0 0 0 11,667 2,737

心身障害者福祉タクシー利用助成 366 0 0 0 366 86

成年後見人費用助成 0 0 0 0 0 0

２．社会保険 245,968 46,154 15,298 0 184,516 43,278

介護保険特別会計繰出金 181,033 8,770 4,385 0 167,878 39,376

国民健康保険特別会計繰出金 64,935 37,384 10,913 0 16,638 3,902

３．保健衛生 156,044 472 26,740 0 128,832 30,217

後期高齢者医療療養給付費負担金 119,918 0 0 0 119,918 28,126

後期高齢者医療特別会計繰出金 36,126 472 26,740 0 8,914 2,091

４．合計 1,534,419 539,554 307,742 37,176 649,947 152,444

その他

特定財源
一般財源等

財源内訳

地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成26年4月から消費税率が5％から8％に、令和元年10月から8％から10％に引き上げられたことに伴い、

地方消費税交付金の社会保障財源化分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充て

るものとされています。

　令和2年度佐々町一般会計決算における社会保障施策経費については以下のとおりです。

社会保障施策に要する経費
令和2年度

決算額 国庫支出金 県支出金


